
退職金専用『しがぎん』ツインプラン 商品説明書 
お取扱期間：平成 20年 4月１日～平成 20年 9月 30日

商品名 ・退職金専用『しがぎん』ツインプラン 
 ＊「定期預金」と「投資信託」を同時にお預入れ・ご購入いただくと「定期預金」

の当初の期間にのみ、特別金利を適用させていただきます。 
お取扱期間 平成 20年 4月 1日～平成 20年 9月 30日 

※取扱期間中でも商品内容、条件を変更または中止することがあります。 
お申込総額 
（定期預金と投資信託 
の総額） 

・300万円以上１億円以下 
・定期預金はお申込総額の 50％以下、投資信託はお申込総額の 50％以上と 
させていただきます。 
・退職金のお受取額までとさせていただきます。 

ご利用いただける方 ・個人のお客さま（満 20歳以上の方とさせていただきます。） 

ご利用条件 ・退職金のお受取日から 1年以内のお申込に限ります。 
・ご利用はお１人さま１回に限らせていただきます。 
・退職金を確認できる資料として退職金お受取口座の預金通帳または 
退職所得の源泉徴収票をお持ちください。 

定期預金に関するご説明 

定期預金の期間 ・定期預金   払戻に関する期間の定め（満期日）があります。 
        スーパー定期 300＜単利＞・大口定期預金 
        3ヶ月および１年の自動継続型のみ取扱いします。 

定期預金の預入 
（１）預入方法 
 
（２）預入金額 
（３）預入単位 

 
・当行の国内本支店の窓口でお預入れできます。 
 ただし、草津市役所出張所および代理店は除きます。 
・同時にご購入いただく投資信託の金額以下となります。 
・１円単位 

定期預金の払戻方法 ・当行の国内本支店窓口（原則として取扱店に限ります）で満期日以降に元金と利

息を払い戻します。 
定期預金の利息 
（１）適用金利 
 
 
 
 
（２）利払頻度 
（３）計算方法 
（４）計算例 

 
・3ヶ月定期 年 6.00％（税引後 年 4.80％） 
 1年定期  年 1.50％（税引後 年 1.20％） 
 ＊預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。 
 ＊満期日以降は、継続日当日の店頭表示金利（当行本支店の店頭に表示）を適用

いたします。 
・満期日以後に一括して支払います。 
・付利単位を 1円とした 1年を 365日とする日割により計算します。 
・3ヶ月定期の場合 
例えば 300万円をお預入の場合、3ヶ月間（3ヶ月を 90日と仮定）で得られる
利息は次のとおりです。 

300万円×6.00%×90日÷365日＝44,383円（税引前利息） 



44,383円－8,876円（税金）  ＝35,507円（税引後利息） 
・1年定期の場合 
例えば 300万円をお預入の場合、1年間で得られる利息は次のとおりです。 

300万円×1.50%       ＝45,000円（税引前利息） 
45,000円－9,000円（税金）  ＝36,000円（税引後利息） 

定期預金の税金 ・源泉分離課税（国税 15％、地方税５％） 

定期預金に関する 
手数料 

・なし 

定期預金に 
付加できる特約事項 

・総合口座の担保とすることができます（総合口座による当座貸越）。 
なお、貸越利率は、担保定期預金の約定利率に 0.50％を上乗せした利率です。 

定期預金の 
中途解約時の取扱い 

スーパー定期預金 300＜単利型＞ 
・満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率（小数点第 4位以下切捨て）に
より計算した利息とともに払い戻します。 
預入期間 6ヶ月未満 解約日における普通預金利率 
預入期間 6ヶ月以上 約定利率×50％ 

大口定期預金 
・満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率により計算した利息とともに払

い戻します。 
①預入日の 6ヵ月後の応当日の前日までに解約する場合 
解約日における普通預金利率 

②預入日の 6ヵ月後の応当日以降に解約する場合 
次のＡ.およびＢ.の算式により計算した利率のうち、いずれか低い利率。 
Ａ．約定利率×70％ 

           （基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 
Ｂ．約定利率－ ――――――――――――――――――――――― 

                  預 入 日 数 
ただし、Ｂ.の算式により計算した利率が約定利率に 10％を乗じた利率を下回る
ときは、約定利率に 10％を乗じた利率とします。 
（注）基準利率については、窓口におたずねください。 
（注）約定利率とは、本商品の適用利率となります。 

      3ヶ月定期 年 6.00％（税引後 年 4.80％） 
      1年定期  年 1.50％（税引後 年 1.20％） 

定期預金の 
その他参考となる事項 

・定期預金と投資信託のお取引店は同じ店舗とさせていただきます。 
・定期預金と投資信託は同時の申込とさせていただきます。 
・定期預金と投資信託は同一人名義とさせていただきます。 

定期預金に関する 
預金保険について 

・預金保険の対象となります。 
 （1人あたり元本 1,000万円までとその利息等が保護されます。） 

投資信託に関するご説明 

ご購入いただける 
投資信託の種類 

・各種投資信託からご選択いただけますが、一部対象とならない投資信託がござい

ます。 



・対象の投資信託につきましては当行本支店の窓口まで、お問い合わせください。

投資信託のご購入金額 ・ご購入金額（販売手数料および販売手数料に係る消費税含む）は、同時にお預入

いただく定期預金の金額以上とさせていただきます。 



 

登録金融機関 株式会社 滋賀銀行 
近畿財務局長（登金）第 11号 
所属協会：日本証券業協会 
    社団法人金融先物取引業協会 

投資信託に関する 
手数料 
 
 

・投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。 
・手数料の合計額は次の手数料の合計となります。 

①販売手数料（お申込代金の最大 3.675％[税込]） 
②信託報酬（純資産総額に対し最大年 2.1％[税込]） 
③信託財産留保額（換金時の基準価額の最大 0.5％） 
④その他の費用（監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、組入資産の保

管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」につ

いては、運用状況等により変動するものであり、その全額および合計額や上

限額または計算方法を表示することができません。詳しくは、目論見書をご

覧ください。） 
投資信託についての 
ご留意事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・投資信託は、預金保険の対象ではありません。 
・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。 
・投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。

 したがって、元本保証はありません。 
・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行

者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）

等を原因とした値動きにより変動します 

・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）に

より基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合がありま

す。 

・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負う

こととなります。 
・ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。 
・投資信託のご購入に際しては、必ず最新の「契約締結前交付書面」または「目論

見書」により商品内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。「契約締結前交

付書面」、「目論見書」は滋賀銀行の本支店等にご用意しています。販売手数料

や信託報酬・信託財産留保額についてもご確認ください。 
・投資信託は各運用会社が設定・運用を行っているもので、当行ではお申込みの取

扱い等を行っています。 
・この資料は滋賀銀行が作成したもので、金融商品取引法に基づく開示書類ではあ

りません。 


